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１【提出理由】 

 平成20年８月８日開催の本投資法人投資主総会において、本投資法人の規約の一部変更が承認され

本投資法人の発行する投資信託証券に係るファンドの運用に関する基本方針が変更されたため、金融

商品取引法第24条の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び

第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 

 

２【報告内容】 

(1）変更の内容についての概要 

 昨今の不動産投資市場の動向に鑑み、本投資法人の主たる投資対象を、住居の用に供される不動

産又は高齢者向け居住施設若しくは宿泊施設等が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産から、

オフィスビル又は住居の用に供される不動産が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産に変更

する等の変更を行い、また、本投資法人の投資方針のために必要と認められる資産への機動的な投

資を可能とするために運用資産の対象の変更を行いました。なお、上記基本方針の変更に係る規約

の変更箇所の詳細については、後記「規約 新旧対照表」をご参照下さい。 

 

(2）変更の年月日 

平成20年８月８日 

 

規約 新旧対照表 

 （変更箇所は下線の部分）

現行の規約 変更後の規約 

第２条（目的） 第２条（目的） 

本投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する

法律」（以下「投信法」という。）に基づき、資

産を主として特定資産（投信法に掲げるものをい

う。以下同じ。）に対する投資として運用するこ

とを目的とする。 

本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法

律（以下「投信法」という。）に基づき、資産を

主として特定資産（投信法に掲げるものをいう。

以下同じ。）に対する投資として運用することを

目的とする。 

第４条（公告の方法） 第４条（公告の方法） 

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行

う。 

本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載す

る方法により行う。 

第６条（発行可能投資口総口数） 第６条（発行可能投資口総口数） 

１．～２． （記載省略） １．～２． （現行どおり） 

３．本投資法人は、第１項に規定する発行可能投

資口総口数の範囲内において、役員会の承認

を得た上で、投資口の追加発行ができるもの

とする。当該投資口の追加発行における募集

投資口１口と引換えに払い込む金銭の額は、

本投資法人の保有する資産（以下「運用資

産」という。）の内容に照らし公正な金額と

して役員会で決定した金額とする。 

３．本投資法人は、第１項に規定する発行可能投

資口総口数の範囲内において、役員会の承認

を得た上で、その発行する投資口を引き受け

る者の募集をすることができるものとする。

募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の

引受けの申込みをした者に対して割り当てる

投資口をいう。）１口と引換えに払い込む金

銭の額は、本投資法人の保有する資産（以下

「運用資産」という。）の内容に照らし公正

な金額として役員会が承認した金額とする。
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現行の規約 変更後の規約 

第７条（投資口の取扱規則） 第７条（投資口の取扱規則） 

本投資法人が発行する投資証券の種類、投資主名

簿（実質投資主名簿を含む。以下同じ。）への記

載又は記録、投資証券の再発行その他投資口及び

投資証券の取扱いに関する手続並びにその手数料

については、法令又は本規約のほか、役員会の定

める投資口取扱規則による。 

本投資法人が発行する投資証券の種類、投資主名

簿（実質投資主名簿を含む。以下同じ。）への記

載又は記録、投資証券の再発行その他投資口及び

投資証券の取扱いに関する手続並びにその手数料

並びに投資主の権利行使に関連する事項について

は、法令又は本規約のほか、役員会の定める投資

口取扱規則による。 

第11条（決議） 第11条（決議） 

１．    （記載省略） １．    （現行どおり） 

２．投資主は、本投資法人の議決権を有するほか

の投資主を代理人としてその議決権を行使す

ることができる。 

２．投資主は、本投資法人の議決権を有するほか

の投資主１名を代理人としてその議決権を行

使することができる。 

３．    （記載省略） ３．    （現行どおり） 

第17条（執行役員及び監督役員の選任及び任期） 第17条（執行役員及び監督役員の選任及び任期）

１．執行役員及び監督役員は、法令に別段の定め

がない限り、投資主総会の決議をもって選任

する。 

１．執行役員及び監督役員は、法令に別段の定め

がない限り、投資主総会の決議によって選任

する。 

２．    （記載省略） ２．    （現行どおり） 

第23条（会計監査人の選任） 第23条（会計監査人の選任） 

会計監査人は、法令に別段の定めがない限り、投

資主総会において選任する。 

会計監査人は、法令に別段の定めがない限り、投

資主総会の決議によって選任する。 

第27条（投資態度） 第27条（投資態度） 

１．    （記載省略） １．    （現行どおり） 

２．本投資法人は、主として住居の用に供される

不動産又は高齢者向け居住施設若しくは宿泊

施設等が本体又は裏付けとなっている不動産

関連資産に対して投資するが、オフィスビ

ル、商業施設、物流施設、ホテルその他の用

に供される不動産が本体又は裏付けとなって

いる不動産関連資産に対しても分散投資を行

うものとする。 

２．本投資法人は、主としてオフィスビル又は住

居の用に供される不動産が本体又は裏付けと

なっている不動産関連資産に対して投資す

る。また、オフィスビル又は住居以外の用に

供される不動産が本体又は裏付けとなってい

る不動産関連資産に対しても分散投資を行う

ものとする。オフィスビル又は住居以外の用

に供される不動産とは、商業施設、ホテル、

高齢者向けの居住施設又は宿泊施設等その他

の用に供されるものをいう。 

３．～５． （記載省略） ３．～５． （現行どおり） 

第28条（資産運用の対象とする資産の種類、目的

及び範囲） 

第28条（資産運用の対象とする資産の種類、目的

及び範囲） 

１．    （記載省略） １．    （現行どおり） 

(1）   （記載省略） (1）   （現行どおり） 

(2）   （記載省略） (2）   （現行どおり） 

①～② （記載省略） ①～② （現行どおり） 
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現行の規約 変更後の規約 

③ 不動産、土地の賃借権又は地上権を信託

する信託の受益権（不動産に付随する金

銭と併せて信託する包括契約を含むが、

有価証券に該当するものを除く。） 

③ 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信

託する信託の受益権（不動産に付随する

金銭と併せて信託する包括契約を含

む。） 

④ 信託財産を主として不動産、不動産の賃

借権又は地上権に対する投資として運用

することを目的とする金銭の信託の受益

権（有価証券に該当するものを除く。）

④ 信託財産を主として不動産、不動産の賃

借権又は地上権に対する投資として運用

することを目的とする金銭の信託の受益

権 

⑤   （記載省略） ⑤   （現行どおり） 

⑥ 信託財産を主として不動産に関する匿名

組合出資持分に対する投資として運用す

ることを目的とする金銭の信託の受益権

（有価証券に該当するものを除く。） 

⑥ 信託財産を主として不動産に関する匿名

組合出資持分に対する投資として運用す

ることを目的とする金銭の信託の受益権

(3）   （記載省略） (3）   （現行どおり） 

２．    （記載省略） ２．    （現行どおり） 

(1）   （記載省略） (1）   （現行どおり） 

①～② （記載省略） ①～② （現行どおり） 

③ 有価証券（投信法に定めるものをい

う。） 

③ 有価証券（投信法に定めるものをいい、

不動産関連資産に該当するものを除く。

以下同じ。） 

④ （記載省略） ④ （現行どおり） 

⑤ 信託財産を主として本号①乃至④に掲げ

る資産に対する投資として運用すること

を目的とする金銭の信託の受益権（有価

証券に該当するものを除く。） 

⑤ 信託財産を主として本号①乃至④に掲げ

る資産に対する投資として運用すること

を目的とする金銭の信託の受益権及びか

かる信託の受益権に対する投資として運

用することを目的とする金銭の信託の受

益権 

(2）金融デリバティブ取引に関する権利（投信

法施行令に定めるものをいう。） 

(2）デリバティブ取引に係る権利（投信法施行

令に定めるものをいう。） 

３．    （記載省略） ３．    （現行どおり） 

(1）～(5）（記載省略） (1）～(5）（現行どおり） 

（新設） (6）民法上の地役権 

（新設） (7）著作権法に基づく著作権 

(6）信託財産として上記(1)乃至(5)を信託する

信託の受益権 

(8）信託財産として上記(1)乃至(7)を信託する

信託の受益権 

(7）上記(1)乃至(6)のほか、不動産等の投資に

付随して取得が必要となるその他の権利 

(9）上記(1)乃至(8)のほか、不動産等の投資に

付随して取得が必要となるその他の権利 

第29条（投資制限） 第29条（投資制限） 

１．    （記載省略） １．    （現行どおり） 
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現行の規約 変更後の規約 

２．前条第２項第２号に掲げる金融デリバティブ

取引に関する権利は、本投資法人にかかる負

債から生じる金利変動リスクその他のリスク

をヘッジすることを目的とした運用に限るも

のとする。 

２．前条第２項第２号に掲げるデリバティブ取引

に係る権利は、本投資法人にかかる負債から

生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッ

ジすることを目的とした運用に限るものとす

る。 

第32条（資産評価の方法、基準及び基準日） 第32条（資産評価の方法、基準及び基準日） 

１．    （記載省略） １．    （現行どおり） 

(1）   （記載省略） (1）   （現行どおり） 

(2）不動産、土地の賃借権又は地上権を信託す

る信託の受益権（第28条第１項第２号③に

定めるもの） 

(2）不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託

する信託の受益権（第28条第１項第２号③

に定めるもの） 

信託財産が(1)に掲げる資産の場合は(1)に

従った評価を行い、金融資産の場合は一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に

従った評価を行った上で、これらの合計額

から負債の額を控除して当該信託の受益権

の持分相当額を算定した価額とする。 

信託財産が(1)に掲げる資産の場合は(1)に

従った評価を行い、金融資産の場合は一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に

従った評価を行った上で、これらの合計額

から負債の額を控除して当該信託の受益権

の持分相当額を算定した価額とする。 

(3）～(8）（記載省略） (3）～(8）（現行どおり） 

(9）金融デリバティブ取引に関する権利（第28

条第２項第２号に定めるもの） 

(9）デリバティブ取引に係る権利（第28条第２

項第２号に定めるもの） 

①～③ （記載省略） ①～③ （現行どおり） 

(10）   （記載省略） (10）   （現行どおり） 

２．    （記載省略） ２．    （現行どおり） 

(1）   （記載省略） (1）   （現行どおり） 

(2）不動産、地上権又は土地の賃借権を信託す

る信託の受益権及び不動産に関する匿名組

合出資持分 

(2）不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託

する信託の受益権及び不動産に関する匿名

組合出資持分 

信託財産又は匿名組合の構成資産が(1)に

掲げる資産の場合は前号に従った評価を、

金融資産の場合は一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に従った評価をした上

で、これらの合計額から負債の額を控除し

て当該匿名組合出資持分相当額又は信託受

益権の持分相当額を算定した価額 

信託財産又は匿名組合の構成資産が(1)に

掲げる資産の場合は前号に従った評価を、

金融資産の場合は一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に従った評価をした上

で、これらの合計額から負債の額を控除し

て当該匿名組合出資持分相当額又は信託受

益権の持分相当額を算定した価額 

３．    （記載省略） ３．    （現行どおり） 

第34条（金銭の分配の方針） 第34条（金銭の分配の方針） 

１．分配方針 １．分配方針 

本投資法人は、原則として以下の方針に基づ

き分配を行うものとする。 

本投資法人は、原則として以下の方針に基づ

き分配を行うものとする。 



－  － 

 

5

現行の規約 変更後の規約 

(1）投資主に分配する金銭の総額のうち、利益

（投信法に規定される、本投資法人の貸借

対照表上の純資産額から出資総額及び出資

剰余金の合計額を控除して算出した金額を

いう。以下同じ。）の金額は、一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に従って

計算されるものとする。 

(1）投資主に分配する金銭の総額のうち、利益

（投信法に規定される、本投資法人の貸借

対照表上の純資産額から出資総額、出資剰

余金及び評価・換算差額等の合計額を控除

して算出した金額をいう。以下同じ。）の

金額は、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に従って計算されるものとす

る。 

(2）～(4）（記載省略） (2）～(4）（現行どおり） 

(5）分配金の分配方法 (5）分配金の分配方法 

分配金は、金銭により分配するものとし、

決算期における最終の投資主名簿に記載の

ある投資主又は登録投資口質権者を対象

に、原則として決算期から３ヶ月以内に投

資口の所有口数に応じて分配する。 

分配金は、金銭により分配するものとし、

決算期における最終の投資主名簿に記載又

は記録のある投資主又は登録投資口質権者

を対象に、原則として決算期から３ヶ月以

内に投資口の所有口数に応じて分配する。

(6）   （記載省略） (6）   （現行どおり） 

２．    （記載省略） ２．    （現行どおり） 

第35条（借入金及び投資法人債発行の限度額等） 第35条（借入金及び投資法人債発行の限度額等）

１．本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに

効率的な運用及び運用の安定性に資するた

め、資産の取得、修繕費若しくは分配金の支

払い、本投資法人の運営に要する資金、若し

くは債務の返済（敷金・保証金並びに借入金

及び投資法人債（短期投資法人債を含む。以

下同じ。）の債務の返済を含む。）等の資金

の手当てを目的として、資金を借入れ（コー

ル市場を通じる場合を含む。）又は投資法人

債を発行することができる。なお、資金を借

入れる場合は、証券取引法に規定する適格機

関投資家からの借入れに限るものとする。 

１．本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに

効率的な運用及び運用の安定性に資するた

め、資産の取得、修繕費若しくは分配金の支

払い、本投資法人の運営に要する資金、若し

くは債務の返済（敷金・保証金並びに借入金

及び投資法人債（短期投資法人債を含む。以

下同じ。）の債務の返済を含む。）等の資金

の手当てを目的として、資金を借入れ（コー

ル市場を通じる場合を含む。）又は投資法人

債を発行することができる。なお、資金を借

入れる場合は、金融商品取引法に規定する適

格機関投資家（租税特別措置法第67条の15に

規定する機関投資家に限る。）からの借入れ

に限るものとする。 

２．～３． （記載省略） ２．～３． （現行どおり） 

第36条（投資信託委託業者に対する運用報酬の支

払いに関する基準） 

第36条（資産運用会社に対する運用報酬の支払い

に関する基準） 

本投資法人が運用資産の運用を委託する投資信託

委託業者（以下「資産運用委託会社」という。）

に支払う報酬の計算方法及び支払いの時期は、次

のとおりとする。 

本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用

会社（以下「資産運用会社」という。）に支払う

報酬の計算方法及び支払いの時期は、次のとおり

とする。 



－  － 

 

6

現行の規約 変更後の規約 

(1）運用報酬１ (1）運用報酬１ 

各計算期間内において本投資法人が保有す

る各物件の保有期間に応じて、当該各物件

の資産額に年率0.35％を上限とする料率を

乗じた額（１年を365日とした実日数によ

る日割計算。１円未満切捨。）を運用報酬

１とする。なお、「計算期間」とは、本投

資法人の決算期の翌日（同日を含む。）か

ら３ヶ月目の月末日（同日を含む。）ま

で、及び、当該末日の翌日（同日を含

む。）から決算期（同日を含む。）までの

各期間を意味する。但し、最初の計算期間

は、投資法人の設立日（同日を含む。）か

ら最初に到来する決算期の３ヶ月前の月末

日（同日を含む。）までとする。また、各

物件の「資産額」とは、計算期間中に投資

法人が取得した物件については、取得時の

当該物件に係る鑑定評価額を、それ以外の

物件については、直前の決算期を調査の時

点として鑑定評価と同様の手法を用いて行

われる価格調査等による価格を意味する。

各計算期間内において本投資法人が保有す

る各物件の保有期間に応じて、当該各物件

の資産額に年率0.35％を上限とする料率を

乗じた額（１年を365日とした実日数によ

る日割計算。１円未満切捨。）を運用報酬

１とする。なお、「計算期間」とは、本投

資法人の決算期の翌日（同日を含む。）か

ら３ヶ月目の月末日（同日を含む。）ま

で、及び、当該末日の翌日（同日を含

む。）から決算期（同日を含む。）までの

各期間を意味する。また、各物件の「資産

額」とは、計算期間中に投資法人が取得し

た物件については、取得時の当該物件に係

る鑑定評価額を、それ以外の物件について

は、直前の決算期を調査の時点として鑑定

評価と同様の手法を用いて行われる価格調

査等による価格を意味する。 

運用報酬１は、各計算期間の終了日から

１ヶ月以内に支払うものとする。 

運用報酬１は、各計算期間の終了日から

１ヶ月以内に支払うものとする。 

(2）   （記載省略） (2）   （現行どおり） 



－  － 

 

7

現行の規約 変更後の規約 

(3）運用報酬３ (3）運用報酬３ 

(ⅰ)投資法人が特定資産を取得した場合に

おいて、(a)スポンサー関係者（(ア)投信

法にて定義される利害関係人等、(イ)本投

資法人の資産の運用を委託する投資信託委

託業者の株主全て及び(ウ)上記(イ)に該当

する者が運用の委託を受けている又は出資

若しくは匿名組合出資を行っている特別目

的会社を意味する。以下同じ。）から取得

した場合はその取得価額（但し、消費税及

び地方消費税並びに取得に伴う費用を除

く。以下同様。）の0.7％を上限とする料

率を乗じた金額を、(b)スポンサー関係者

以外の者から取得した場合はその取得価額

の1.0％を上限とする料率を乗じた金額

を、また、(ⅱ)投資法人が特定資産を譲渡

した場合において、(a)スポンサー関係者

に対して譲渡した場合はその譲渡価額（但

し、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴

う費用を除く。以下同様。）の0.4％を上

限とする料率を乗じた金額を、(b)スポン

サー関係者以外の者に対して譲渡した場合

はその譲渡価額の0.7％を上限とする料率

を乗じた金額を、それぞれ運用報酬３とす

る。 

(ⅰ)投資法人が特定資産を取得した場合に

おいて、(a)スポンサー関係者（(ア)投信

法にて定義される利害関係人等、(イ)本投

資法人の資産の運用を委託する資産運用会

社の株主全て及び(ウ)上記(イ)に該当する

者が運用の委託を受けている又は出資若し

くは匿名組合出資を行っている特別目的会

社を意味する。以下同じ。）から取得した

場合はその取得価額（但し、消費税及び地

方消費税並びに取得に伴う費用を除く。以

下同様。）の0.7％を上限とする料率を乗

じた金額を、(b)スポンサー関係者以外の

者から取得した場合はその取得価額の

1.0％を上限とする料率を乗じた金額を、

また、(ⅱ)投資法人が特定資産を譲渡した

場合において、(a)スポンサー関係者に対

して譲渡した場合はその譲渡価額（但し、

消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費

用を除く。以下同様。）の0.4％を上限と

する料率を乗じた金額を、(b)スポンサー

関係者以外の者に対して譲渡した場合はそ

の譲渡価額の0.7％を上限とする料率を乗

じた金額を、それぞれ運用報酬３とする。

運用報酬３は、投資法人が当該特定資産を

取得した日又は譲渡した日が属する月の翌

月末日までに支払うものとする。 

運用報酬３は、投資法人が当該特定資産を

取得した日又は譲渡した日が属する月の翌

月末日までに支払うものとする。 

第37条（損益の帰属） 第37条（損益の帰属） 

資産運用委託会社の運用により本投資法人の運用

資産に生じた利益及び損失は、全て本投資法人に

帰属する。 

資産運用会社の運用により本投資法人の運用資産

に生じた利益及び損失は、全て本投資法人に帰属

する。 

第38条（諸費用の負担） 第38条（諸費用の負担） 

１．本投資法人は、運用資産に関する租税、本投

資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産

保管会社及び資産運用委託会社が本投資法人

から委託を受けた事務を処理するに際し要す

る諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資

産保管会社及び資産運用委託会社が立替えた

立替金の遅延利息又は損害金の請求があった

場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担す

る。 

１．本投資法人は、運用資産に関する租税、本投

資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産

保管会社及び資産運用会社が本投資法人から

委託を受けた事務を処理するに際し要する諸

費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保

管会社及び資産運用会社が立替えた立替金の

遅延利息又は損害金の請求があった場合は、

かかる遅延利息又は損害金を負担する。 



－  － 
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現行の規約 変更後の規約 

２．    （記載省略） ２．    （現行どおり） 

(1）～(3）（記載省略） (1）～(3）（現行どおり） 

(4）法令に定める財務諸表、運用報告書等の作

成、印刷及び交付にかかる費用（監督官庁

等に提出する場合の提出費用を含む。） 

(4）法令に定める財務諸表、資産運用報告等の

作成、印刷及び交付にかかる費用（監督官

庁等に提出する場合の提出費用を含む。）

(5）～(11)（記載省略） (5）～(11)（現行どおり） 

第40条（資産の運用、保管及びその他の業務及び

事務の委託） 

第40条（資産の運用、保管及びその他の業務及び

事務の委託） 

１．本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用

にかかる業務を投資信託委託業者に、また、

資産の保管にかかる業務を資産保管会社に委

託する。 

１．本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用

にかかる業務を資産運用会社に、また、資産

の保管にかかる業務を資産保管会社に委託す

る。 

２．    （記載省略） ２．    （現行どおり） 

 




